
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 計画で目指すもの 
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第１節 望ましい環境像 

望ましい環境像とは、10 年後、20 年後に本市の環境の状況がどのようになっている

かを描く、長期的な視点でとらえた目標となるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

今日の社会や経済の変化の状況を考えながら、環境への負荷を最低限に抑え、美しい

地球と安全で快適な周辺環境を将来へ引き継いでいくことが、いま実践しなければなら

ない大切なことです。 

先人から受け継いできた誇るべき上尾市の環境を守り、育て、次世代へと継承し、自

然と共生できる都市を目指すことが望まれます。 

このような思いを込めて、「第２次上尾市環境基本計画」に掲げた望ましい環境像であ

る「自然と人が共生する エコタウン・あげお」を本改訂版においても継承します。 

  

自然と人が共生する エコタウン・あげお 

望ましい環境像 
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第２節 目標と方針 

望ましい環境像の実現に向けて、テーマごとに本市が目指すまちを設定したものが「目

標」、目標を達成するために示した方向性が「方針」です。 

３つの目標と６つの方針を、次のように設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

やすらぎのあるまちに 

本市は、大宮台地の上に平地林や斜面林などが点在し、谷地や河川周辺の湿地や

池沼など、周辺地域と比較しても豊かな自然環境が残されていましたが、昨今、宅

地化が進む中で急速に失われつつあります。加えて、外来生物、特にアライグマの

急増は深刻な問題となっており、生態系への悪影響のほか、農作物被害や家屋被害

も発生しています。 

森林や湿地、農地などは、空気浄化や水源涵養の機能を有するほか、野生生物の

生息空間など多様な役割を担っており、この価値ある自然を本来の姿で保全する必

要があります。また、自然環境に加え、まちなかの緑は、私たちに精神的なゆとり

ややすらぎをもたらすほか、地球温暖化の防止やヒートアイランド現象の対策にも

繋がるものです。 

このような自然環境や緑を保全・創出し、それらとふれあう機会を増やしていく

ことで、やすらぎのあるまちを目指します。 

目標 １ 

自然を守り 

育てるまち 

方針１－１ 
生物多様性の保全に向けて、緑地や水辺の改変を

最小限にとどめるとともに、動植物の生息域である

豊かな自然の維持・向上に向けた取組を展開しま

す。また、自然とふれあい、その大切さが実感でき

る機会と場を提供します。 

緑や水辺が 

身近にあるまち 

方針１－２ 
市街地における緑や水辺を守り、暮らしの中でそ

の豊かさを実感できるまちづくりを展開します。 

また、農地が環境面において果たす様々な役割に

着目し、遊休農地や耕作放棄地を有効に活用するこ

とで、その価値を高めていきます。 
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清らかで安全なまちに 

大気汚染や河川などの水質汚濁のほか、市街地や住宅地における近隣騒音や悪臭

などの都市型・生活型公害は、都市化が進む中で顕在化している課題です。 

なかでも、自動車騒音など幹線道路周辺の生活環境については、本市のみならず、

広域での対応を必要とする重要な問題となっています。これらの公害問題の解決と

防止に取り組み、公害のない清らかなまちを目指すとともに、ごみなどが散乱して

いない清潔で美しいまちなみの形成を目指します。 

目標 ２ 

公害のないまち 

方針２－１ 
大気・水質・騒音等に係る環境基準を達成し、市

民が健康に生活できるような取組を展開します。 

また、悪臭や地盤沈下、土壌汚染・地下水汚染の

ほか、ダイオキシン類や放射線などの情報収集や指

導により、公害の発生を防止し、市民の健康が将来

にわたって保障されるよう努めます。 

美しいまち 

方針２－２ 
市民一人ひとりが環境美化の意識を高め、まち全

体が清潔で良好な生活環境を維持できるような取組

を展開します。 

また、周辺環境と調和のとれた美しいまちなみの

形成に向け、景観保全・整備に努めます。 
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次世代を思いやるまちに 

地球温暖化をはじめとする環境問題は、国際的かつ広域的な対策のみならず、普

段の私たちのライフスタイルを見直し、変えるだけでも、その解決に繋がるもので

す。 

私たち一人ひとりが、自らの生活の場としての地域を地球規模の視野でとらえる

ことのできる、いわば「地球市民」としての感覚を身に付け、環境に配慮した生活

や経済活動を実践することが求められています。 

このような観点において、美しい地球と環境の恵みを将来に継承することを目指

し、省資源や省エネルギーをはじめ、再生可能エネルギーの導入・拡充など、地球

環境問題の解決のための取組や、低炭素社会および循環型社会の構築を進めていき

ます。 

目標 ３ 

低炭素化に 

取り組むまち 

【上尾市地球温暖化対策  

実行計画（区域施策編）】 

方針３－１ 
省エネルギー活動の実践、再生可能エネルギーの

導入、３Ｒの推進など、市や地域でできる地球温暖

化対策に、市民・事業者・行政が一体となって取り

組みます。また、温暖化による被害を軽減するため、

適応策を推進します。 

環境のために 

行動するまち 

方針３－２ 
子どもから大人までが環境について学び、考え、

環境にやさしい暮らしを積極的に実践するための

取組を展開します。 

また、未来を担う子どもたちへの環境教育を実践

し、学校や地域全体に環境活動の輪を広げていきま

す。 


